
かんまき未来創造マリッジサポーター育成事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、少子化、晩婚化に歯止めをかけるため、結婚の推進に理解と意欲を有する

者をかんまき未来創造マリッジサポーター（以下「サポーター」という。）に認定登録し、独

身男女の結婚に向けた活動を支援することで成婚につなげ、人口減少を抑止していく活動に

ついて定めるものとする。 

（定義） 

第２条   この要綱において、サポーターとは、地域の未婚の男女に関する次に掲げる取組のい

ずれかを行う者であって、上牧町（以下「町」という。）に登録を受けているものをいう。 

(1) 地域の独身者への出会いのきっかけづくりなど、出会いの支援 

(2) 結婚や婚活に向けた各種相談 

(3) 出会ったカップルの後押し支援 

(4) 町が実施する婚活イベントへの参加支援 

(5) 研修会、情報交換会等への参加 

(6) 活動内容の報告 

２ サポーターは、無報酬とする。 

３ サポーターの任期は、登録の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は

妨げないものとする。 

（町の役割） 

第 3条 町は、サポーターの自発的な活動を支援するため、次に掲げる取組みを行う。 

(1) サポーターの活動に必要な知識を学ぶ研修等の実施 

(2) サポーターの資質向上並びにサポーター同士の交流及び情報交換を目的とする交流会の

実施 

(3) その他サポーターの活動等に必要と認められる取組み 

（登録対象） 

第４条 第２条第１項に規定する登録を受けるためには、次に掲げる要件を全て満たすものと

する。 

(1) 町内在住の20歳以上の者であって、結婚支援の実施ができること。 

(2) 町が実施する婚活サポーター養成研修を受講していること。 

(3) 業として結婚相談又は結婚紹介を行っていないこと。 

(4) 上牧町暴力団排除条例（平成23年12月条例第17号）第２条第３項に規定する暴力団員等

（以下「暴力団員等」という。）でなく、かつ、将来にわたっても暴力団員等に該当し

ないこと。 

   (5) この要綱に定める事項の遵守を誓約していること。 

 



（登録申請） 

第５条 第２条第１項に規定するサポーターに登録を希望する者は、登録申込書（様式第１

号。以下「申込書」という。）に小論文等の関係書類及びサポーター誓約書（様式第２号。

以下「誓約書」という。）を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申込書を受理したときには、書類を審査し、採用面接、適正検査を実施し、

適当と認めたときは、サポーターとして登録するものとする。 

３ 町長は、前項の登録をしたときは、サポーター登録証（様式第３号）を交付するものとする。 

 （登録の取消し） 

第６条 町長は、サポーターが次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。 

(1) 誓約書に掲げる事項に違反したとき。  

(2) 申請書の内容に虚偽があったとき。  

(3) 次条の規定に正当な理由なく違反したとき。  

(4) サポーターとしてふさわしくない行為があったとき。  

(5) サポーターから辞退の申し出があったとき。  

(6) その他町長が登録の取消しが必要と認めたとき。  

２ 町長は前項の規定により登録を取消したときは、サポーター登録取消通知書（ 様式第４号 ） 

により通知するものとする。 

（暴力団排除） 

第７条 サポーターは、暴力団員等による不当要求を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、

不当要求があった時点で、速やかに町に報告し、警察への通報に必要な協力を行うものとする。 

 （個人情報の取扱い） 

第８条 サポーターは、上牧町個人情報保護条例（ 平成 15 年 6 月条例第 9 号）の規定に基づ

き、本要綱に基づいて取得した個人情報を厳重に管理することとし、本人の承諾を得ずに、他

の目的に使用し、又は他人に漏らしてはならない。 

（事務局） 

第９条 この要綱に関する事務は、上牧町住民福祉部福祉課が行う。 

 （免責事項） 

第１０条 サポーターの活動における、相談者その他の関係者に係るトラブル、苦情等について

は、町は一切の責任を負わないものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 



様式第１号（第５条関係）  

 

かんまき未来創造マリッジサポーター登録申込書 

 

年  月  日  

上牧町長 殿  

 

私は、かんまき未来創造マリッジサポーター育成実施要綱第５条の規定より、上牧

未来創造マリッジサポーターの登録を下記のとおり申し込みます。  

 申込日   年   月   日 

 

（ふりがな）

男 　　　 　　　　　年 　　月　　 日

女 （　　　　歳）

電話番号 自　宅 携　帯

携　帯

パソコン

職    業

メールアドレス

過去の縁結
びの実績等

　□　有　　（日頃の結婚支援活動や仲人等の実績を記入願います。）

　□　無

生年月日
氏　　　名

住　　　所

　〒

  □　本人持参　　　　□　家族持参　　　　□　その他　（　　　　　　　　　　　　）

　受付日　　　　　　　　年　　　　月　　　日　　

応募の動機
自己ピーアール

　【加入動機や婚活支援活動として取組みたいことをご記入願います。）】

　マリッジサポーターとしてホームページ等への公表について

 誓約書の添付の有無

　　□　同 意 し ま す　 　　　　□　　同 意 し ま せ ん

　　□　あ　り　　　　　　　　　　　□　　な　し



様式第２号（第５条関係）  

 

 

かんかき未来創造マリッジサポーター誓約書 

 

 

 

私は、下記の事項に同意し、かんまき未来創造マリッジサポーター（以下「サポー

ター」という。）として活動することを誓約します。  

これに反した場合又は、虚偽の申告等が判明した場合には、サポーターの登録を取

り消されても異議を申しません。  

 

 

記 

 

 

１．サポーター活動はボランティアで行うこととし、紹介料等の金品を要求しないこ

と。  

２．婚活サポーターの地位を利用し、又はその活動上知り得た情報等を利用して、宗

教活動、政治活動、販売活動などサポーター以外の活動を行わないこと。  

３．個人のプライバシー及び個人情報の管理には、十分に留意すること。  

４．現在、暴力団員等の公序良俗に反するいずれの団体に属しておらず、かつ、サポ

ーターに登録されている間もこれに該当することはないこと。  

５．活動において生じたトラブルは、サポーターにおいて責任を持って解決するこ

と。  

 

 

年   月   日  

 

 

住    所                         

 

氏    名                       ㊞ 

 

 

 



様式第３号（第５条関係）  

 

かんまき未来創造マリッジサポーター登録証 

 
（表）                    

 

 

 

 

 

 
（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 牧 町 

 

 

 

 

 

 No.       

かんまき未来創造マリッジサポーター登録証 

 

住 所                                    

氏 名                                    

 

年   月   日 ～  年  月   日 

上牧町長      ㊞     



様式第４号（第６条関係）  

 

 

上 福 第      号  

年  月   日  

 

 

 

様  

 

上牧町長       ㊞  

 

 

 

かんまき未来創造マリッジサポーター登録取消通知書 

 

 

 

年 月 日付けで登録決定した、かんまき未来創造マリッジサポーター（以下「サ

ポーター」という。）の登録について、下記の理由により取消したので、サポーター

事業実施要綱第６条第２項の規定により通知します。  

 

 

記 
 

 

 

 

取消理由 

 

 

 


